
【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。
秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】
特定廃棄物等の処分の流れ

（第１回クリーンセンターふたば環境安全委員会（令和４年１月11日）【資料２】クリーンセンターふたば整備工事の状況より抜粋。一部加筆）

参考資料２

例）汚泥、焼却灰、浄水発生土等

・双葉郡８町村の生活ごみ(R9.12～)
・双葉郡内におけるインフラ整備等
に伴う廃棄物

・特定復興再生拠点区域の被災建物
等解体撤去等に伴う特定廃棄物

クリーンセンターふたば

・双葉郡８町村の生活ごみ(～R9.11)
・対策地域内廃棄物等
・福島県内の指定廃棄物

例）災害廃棄物、家の片付けごみ

10万Bq/kg超

特定廃棄物埋立処分施設

<除去土壌等> <廃棄物>

廃棄物の放射能濃度

発生区域、発生時期

10万Bq/kg以下
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